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前橋市立図書館の利用等に関する取扱要領 
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 第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この要領は、前橋市立図書館の管理及び運営に関する規則（昭和４９年５月１０日教育委

員会規則第１１号。以下「規則」という。）に基づき、前橋市立図書館設置条例（昭和２５年条例

第２８６号）第２条に規定する図書館及び同第２条の２に規定する分館（以下「図書館」という。）

の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 本館 前橋市大手町二丁目１２番９号に所在する前橋市立図書館をいう。 

(2) 利用者 施設利用、資料の複写、閲覧、貸出しその他の図書館サービスを利用する者をい

い、個人又は団体を問わない。 

(3) 資料 前橋市立図書館が管理し、次に掲げる資産をいう。 

ア 図書資料 一般書、児童書、絵本、紙芝居及びコミック 

イ 視聴覚資料 映像、音声等により視聴する資料 
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ウ 逐次刊行物 新聞及び雑誌 

(4) 電子書籍 インターネットを通じて利用可能な電子資料で図書資料及び視聴覚資料と同等

の内容を有するもの。 

(5) 相互貸借 前橋市立図書館以外の図書館から資料を借用し利用者へ提供すること又は他の

図書館に前橋市立図書館の資料を貸出しすることをいう。 

(6) 館内貸出 貸出手続きを伴わず、資料を図書館内の他部屋へ持ち出す場合又は視聴覚資料

を館内で視聴するための手続きをいい、利用者登録の有無を問わない。 

(7) 特別貸出 前橋市の他部署、公共図書館その他の類縁機関に対し、禁帯出資料を含む資料

を特定の期間貸出すことをいう。 

(8) 予約 資料の優先利用申込みをいう。 

(9) リクエスト 前橋市立図書館に所蔵していない図書又は視聴覚資料の貸出申請をいう。 

 

 

第２章 図書館の利用 

 

（利用上の注意） 

第３条 図書館の利用者は、規則第８条を守らなければならない。 

２ 館長は、利用者が規則第８条の定めを守らず、他の利用者の利用を妨げている場合は停止を命

じるとともに、注意によっても停止しない場合は当該利用者に対し、退館を促すものとする。 

 

（館内での読み聞かせ等の実施） 

第４条 図書館内で読み聞かせ等の行事を行う団体は、事前に館長に次の各号に掲げる事項を届け

出なければならない。 

(1) 団体名 

(2) 代表者名及び連絡先 

(3) 利用場所 

(4) 利用目的 

(5) 団体の概要 

 

 

第３章 調査相談 

 

（受付及び回答の方法） 

第５条 利用者からの質問その他の問い合わせ（以下「調査相談」という）の受付及び回答は、口

頭、電話、郵送、ファクシミリ又は電子メールにより行う。 

２ 前橋市に在住、在勤又は在学する者以外からの調査相談は、前橋市に関するもののみ受け付け

る。 

 

（調査相談の範囲） 
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第６条 調査相談を受ける内容は、次に掲げる範囲とする。 

(1) 所蔵調査 

(2) 所蔵機関調査 

(3) 書誌的事項調査 

(4) 事実調査 

(5) 文献紹介 

(6) 類縁機関案内 

(7) その他図書館の利用に関する案内 

 

（回答の制限） 

第７条 利用者からの問い合わせが、次のいずれかに該当する場合は回答を行わない。 

(1) 身上相談、法律相談、医療相談 

(2) 学習課題、懸賞問題等の解答 

(3) 古書類美術品等の鑑定及び価格調査 

(4) 仮定又は将来予測に関する質問 

(5) 個人のプライバシーに関わる調査 

(6) 合理的な検索手段のない調査 

(7) 調査、研究、資料作成の代行 

 

 

第４章 資料複写サービス 

 

（著作権法の遵守） 

第８条 資料の複写に当たっては、著作権法第３１条及び第４２条の規定を遵守しなければならな

い。ただし、著作権者から複写に係る許諾を得ている場合は、許諾の範囲に応じて複写できる。 

 

（対象となる資料） 

第９条 複写対象とする資料は、図書館が所蔵する資料とする。ただし、次のいずれかに該当する

資料は対象としない。 

(1) 複写により損傷するおそれがある資料 

(2) 技術的に複写が困難な資料 

(3) 大正以前に出版された資料 

(4) 名簿等個人情報に関わる資料 

(5) その他館長が複写を不適当と認めた資料 

２ 相互貸借で借受けた図書の複写を利用者が希望した場合は、次の各号に掲げる条件のいずれに

も該当するときに限り複写対象とする。 

(1) 貸出館が著作権法第３１条の権利制限によって例外的に無許諾で複写をすることができる

図書館であること 

(2) 利用者が求める複製物が、著作権法第３１条第１項第１号の範囲内であること 
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(3) 当該資料を貸出した図書館が複写を禁止していないこと 

 

（複写の範囲及び部数） 

第１０条 複写の範囲は、原則として公表された著作物の半分以下とし、個々の資料の取扱いにつ

いては著作権法第３１条及び第４２条に基づきその範囲内で対応することとする。ただし、著作

権の保護期間を経過した資料については全複写することができる。 

２ 複写の部数は１部とする。 

 

（申込の手続） 

第１１条 資料の複写を希望する者は、資料複写申込書（様式第１号）を複写対象資料とともに職

員に提出するものとする。 

２ 複写希望者が図書館に来館できない場合は、資料複写郵送サービス申請書（様式第２号）の郵

送、電子メール又はファクシミリにより申込みをすることができる。ただし、酒井家史料及び松

平家記録のマイクロフィルムは、郵送複写対象外資料とする。 

３ 前項の申込みは、次の各号に掲げる条件に限る。 

(1) 前橋市に在住、在勤又は在学する者以外からの郵送による複写の申込みは、国立国会図書

館や申込者の居住都道府県内の図書館が所蔵していない資料であること 

(2) 複写の対象となる資料及びその複写したい部分が明確であること 

４ 複写は、本館及び前橋こども図書館で行うことができる。ただし、第２項の申込みの受付けは

本館のみとする。 

５ 複写の取扱時間は次のとおりとする。 

(1) 本館における複写の申込み及び複写物の交付は同日の開館時間内とする。 

(2) こども図書館における複写の申込み及び複写物の交付は平日の開館時間内とする。 

６ 複写物をファクシミリ、電子メールその他電気通信回線を通じて送信することは著作権法第２

３条の規定により実施できないため受付けない。 

 

（資料の複写） 

第１２条 図書館は、前条の申込みに対し、著作権法第３１条及び第４２条の規定に基づき当該資

料の複写物を作成し交付するものとする。 

２ 複写は、図書館に設置された複写機を用いることとし、利用者が機器を持ち込んで資料を複写

することは認めないものとする。 

３ 図書館は資料を複写するに当たり、次の各号に掲げる取扱をするものとする。 

(1) 拡大及び縮小はせず、原寸で行う 

(2) 大量の請求その他通常業務の遂行に著しく支障が生じる請求に対しては、即日対応しない 

(3) 両面複写は行わない 

(4) 白黒印刷のみとする 

(5) 複数の資料を１枚の紙に印刷するなどの個別の要望には応じない。 

 

（費用の徴収） 
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第１３条 複写に要する費用（以下「費用」という。）は利用者の負担とし、次のとおりとする。 

(1) 図書資料及び逐次刊行物 １枚につき１０円 

(2) ＣＤ－ＲＯＭ １枚につき１０円 

(3) オンラインデータベース １枚につき１０円 

(4) 国立国会図書館デジタル化資料送信サービス １枚につき１０円 

(5) マイクロフィルム １枚につき３０円 

２ 費用の徴収は、複写物を交付する際に現金で領収する。ただし、郵送複写申込みの場合は、郵

便定額小為替にて事前に領収し、郵送に係る費用は利用者の負担とする。 

３ 既納の費用は次の場合を除き返還しない。 

(1) 第１０条又は著作権法に反するため利用者に複写物を返還させたとき 

(2) 館長が返還することを適当と認めたとき 

 

（費用の免除） 

第１４条 館長が特に必要と認めた場合は、費用の全部又は一部を免除することができる。 

 

（資料の撮影） 

第１５条 第１２条第２項の規定にかかわらず写真撮影・資料掲載・放映・展示等申請書（様式第

３号）により申込みをし館長が承認した場合に限り、カメラその他利用者が持ち込んだ機器によ

る資料の撮影を認める。 

２ 承認した際は、写真撮影・資料掲載・放映・展示等申請書の写しに承認印を押印し、当該申請

者に対し交付するものとする。 

 

（利用者の責務） 

第１６条 資料の複写物を資料掲載、放映、展示その他不特定多数の者の入手又は閲覧の用に供す

る場合は、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 営利を目的とした行為 

(2) 著作権法に違反する行為又は違反するおそれのある行為 

(3) 申請した利用目的以外の使用 

(4) 承認された権利の譲渡 

 

（未所蔵資料の複写の取り寄せ） 

第１７条 前橋市立図書館で所蔵していない資料の複写は、国立国会図書館に依頼し取り寄せるこ

とができる。 

２ 取り寄せを希望する利用者は、平日の開館時間内に本館調査相談室において申請を行うものと

する。 

３ 前項の申請は、次の各号にすべて該当する場合に限る。 

(1) 前橋市に在住、在勤、在学であること 

(2) 国立国会図書館の登録利用者でないこと 

(3) 相互貸借ができない資料であること 
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(4) 資料名及び複写箇所が明確であること 

４ 公共図書館及び大学図書館への依頼は行わない。 

 

（著作権法上の責任） 

第１８条 複写物使用により著作権法上の問題が生じた場合は、利用者の責任とする。 

 

 

第５章 資料の館内利用 

 

（資料の館内利用） 

第１９条 館内貸出の手続は規則第１０条によるものとする。ただし、次の場合は、館内貸出の手

続を必要としない。 

(1) 開架の図書資料を同室内で閲覧するとき 

(2) 本館において閉架の資料を中央図書室で閲覧するとき 

(3) 新聞及び最新号の雑誌を、設置場所の周辺で閲覧するとき 

 

（禁帯出資料） 

第２０条 次の資料は禁帯出資料とし、館内閲覧のみとする。 

(1) 新聞 

(2) 雑誌の最新号 

(3) 参考図書 

(4) 郷土資料 

(5) 大正以前に出版された資料 

(6) 相互貸借資料のうち、貸出館の意向により館外利用を禁じられている資料 

(7) その他館長が館外利用を不適当と認めた資料 

２ 前項のうち本館閉架資料の禁帯出資料は調査相談室又は郷土資料室での閲覧のみとする。 

 

 

第６章 貴重資料の閲覧 

 

（申込手続及び承認） 

第２１条 貴重資料室資料（以下「貴重資料」という。）を利用しようとする者は、土曜日、日曜日

及び休日を除く３開館日前までに貴重資料利用申請書（様式第４号）により申請するものとする。 

２ 館長は、前項の申請があった場合はこれを審査し、適当と認めたときは申請書の写しに承認印

を押印し、申請者に対し交付するものとする。 

 

（利用時間） 

第２２条 貴重資料の利用時間は平日の開館日の午前９時から午後５時までとする。 
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（利用の制限） 

第２３条 原形維持及び保存に当たり館長が利用を不適当と判断した資料は、利用を制限する。 

２ 酒井家史料の原本、松平家記録の原本、博物的資料及び目録未登録の貴重資料の利用について

は、前橋市、前橋市教育委員会事務局、公共図書館、博物館及びその他の類縁機関を対象とし、

閲覧の可否については館長が判断する。 

３ 貴重資料の複写は行わない。ただし、写真撮影による複写を希望する場合は第４章の規定を準

用する。 

４ 貴重資料は第１４章に規定する場合を除き、郷土資料室での閲覧のみとする。 

 

（利用者の責務） 

第２４条 利用者は次の事項を遵守しなければならない。 

(1) 利用を一時中断して席を離れる場合は職員に資料を返却すること 

(2) 白手袋を準備し着用すること 

(3) 利用中は墨、インクその他汚損のおそれのある用具を使用しないこと 

(4) 資料を傷つける可能性のあるものを使用及び着用しないこと 

(5) 前各号に掲げるもののほか、資料の保全に必要な事項 

２ 資料に修復が必要な事故が起きた場合、その修復に係る費用は利用者の負担とする。 

 

（利用の停止） 

第２５条 館長は、利用者が違反行為その他不正な利用を行った場合は、貴重資料の利用を停止さ

せることができる。 

 

 

第７章 利用者用閲覧端末の利用 

 

（提供するサービス） 

第２６条 郷土資料室に設置する利用者用閲覧端末（以下「端末」という）で提供するサービスは、

次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) オンラインデータベースの閲覧複写 

(2) 国立国会図書館デジタル化資料送信サービスの閲覧複写 

(3) 調査・情報収集のためのホームページの閲覧 

２ 中央図書室に設置する端末で提供するサービスは、前項第３号のとおりとする。 

 

（申込の手続） 

第２７条 端末を利用しようとする者は、職員に申込むこととする。 

２ 国立国会図書館デジタル化資料送信サービスについては、国立国会図書館デジタル化資料送信

サービス利用申請書（様式第５号）を提出するとともに、利用カードを提示し申込むこととする。 

 

（利用時間） 
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第２８条 端末の利用時間は、図書館の開館時間とする。 

２ 端末の利用は、１人１回３０分以内とする。ただし、規定の利用時間を経過した時点で新たな

利用申込者がいない場合においては、延長して利用することができる。 

３ 利用者は、端末を利用する日時を指定することはできない。 

４ 館長は、機器のメンテナンスその他管理運営上必要があるときは、端末利用を制限することが

できる。 

 

（複写） 

第２９条 複写については第４章の規定に準ずるものとする。 

 

（禁止事項等） 

第３０条 端末の利用者は、次の行為を行ってはならない。 

(1) 法令に違反する行為又は違反するおそれのある行為 

(2) 周囲の利用者、情報の提供者その他の第３者に迷惑をかける行為 

(3) 第２６条で規定されたサービス以外の利用（メール、ゲーム、チャット等） 

(4) パソコン、スマートフォンその他の利用者が持ち込んだ機器並びにＵＳＢメモリその他の

外部記憶媒体及び装置の接続 

(5) 外部記憶媒体（ＣＤやＤＶＤ等）の再生や取り込み 

(6) 端末の構成や設定を変更する行為  

(7) 画像ファイルやソフトウエア等のダウンロード及びインストール 

(8) 端末画面の撮影 

(9) 閲覧した情報の画面キャプチャ又は電子ファイルを取得する行為 

(10) その他図書館が不適当と認める行為 

 

（利用者の責務） 

第３１条 利用者は、前項ほか端末を利用したことによりデーター及び端末機器一式に損害を生じ

させた場合は、その損害を賠償しなければならない。 

２ 利用者は自己の責任において端末を利用するものとし、図書館は端末の利用から生ずる全ての

経済的又は法的責任を負わない。 

 

（利用の停止） 

第３２条 館長は、利用者が違反行為その他不正な利用を行った場合は、利用者用閲覧端末の利用

を停止させることができる。 

 

 

第８章 利用カード 

 

（利用カードの交付） 

第３３条 資料の貸出等を受けようとする者又は団体は利用カードの交付を受けなければない。 
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２ 図書館は、図書館利用カード請求書（以下「利用カード請求書」という。）の提出があった時

は、１人又は１団体につき１枚の利用カードを交付するものとする。 

 

（利用カード交付の個人対象者） 

第３４条 利用者カードの交付を受けられる者は規則第１１条に定める者とする。 

２ 規則第１１条第２号の規定に基づき館長が定める市町村は、次のとおりとする。 

(1) 高崎市 

(2) 渋川市 

(3) 伊勢崎市 

(4) 佐波郡玉村町 

(5) 北群馬郡吉岡町 

(6) 北群馬郡榛東村 

 

（利用カード交付の対象団体） 

第３５条 規則第１５条で定める利用カードの交付を受けられる団体は、次の各号に掲げる団体と

する。 

(1) 前橋市内に所在する小学校、中学校及び特別支援学校並びに前橋市立前橋高等学校 

(2) 前項に規定するもののほか、前橋市内に所在する学校教育法（昭和二十二年三月三十一日

法律第二十六号）で規定する学校等 

(3) 前橋市内に所在する児童施設 

ア 保育所（園） 

イ 認定こども園 

ウ 放課後児童健全育成事業を実施する施設（放課後児童クラブ） 

エ 障害児通所支援を行う施設 

オ その他児童福祉法第７条第１項に掲げる児童福祉施設 

(4) 前橋市内で活動する館長が認めた団体 

ア 読み聞かせ活動を行うボランティア団体 

イ ５人以上が所属する読書グループ 

ウ 子ども会、老人クラブ及び自治会 

(5) 前橋市内に所在する高齢者施設、障害者施設及びこれらの施設で活動する読書普及を目的

とした団体、グループ 

(6) その他館長が認めた団体 

 

（利用カードの請求等） 

第３６条 利用カードの請求並びに登録情報の変更、再交付、更新の手続きは請求者本人又は当該

団体の代表者が来館し行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、代理人

が利用カードの請求等を行うことができる。 

(1) 請求者の依頼を受けた住所を同一にする成年に達した者が代行する場合 

(2) 請求者又は当該団体の代表者からの委任状等がある場合 
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２ 小学生（満１２歳に達した日の属する学年の終わり）までの者が利用カードの請求等を行う場

合は保護者の同意を必要とする。 

３ 利用カードの請求者は、第３４条に規定する者であることを証明する書類として官公署、公的

機関もしくは相応の第三者団体などが発行した以下のどちらかの書類の提示をしなければなら

ない。 

(1) 前橋市若しくは第３４条第２項に規定する市町村に住所を有することがわかる書類 

(2) 前橋市内に勤務していること又は在学していることがわかる書類 

４ 代理人が利用カードの請求等を行う場合は、官公署、公的機関が発行した代理人の本人確認が

できる書類の提示を必要とする。 

５ 前条第２号から第６号に規定する団体は、利用カード請求書のほか団体貸出申込書も提出し、

館長の承認を受けた後利用カードの交付を受けるものとする。 

 

（登録情報の変更の届出） 

第３７条 個人利用者は、登録情報に変更があった時は、速やかに利用カード請求書に前条第３項

及び第４項に規定する書類のいずれかを添えて図書館に届け出なければならない。 

２ 団体は、団体貸出申込書記載事項に変更があった場合は、団体貸出申込書又は利用カード請求

書を提出しなければならない。 

 

（再交付の手続） 

第３８条 利用カードを亡失した利用者は、利用カードの再交付を受けることができる。 

２ 前項の場合において、利用カードの再交付を受けようとするときは、利用カード請求書に第３

６条第３項及び第４項に規定する書類のいずれかを添えて申請をしなければならない。 

３ 利用カードの再交付を受けた者は、亡失した利用カードを発見した時は、速やかにこれを館長

に返還しなければならない。 

 

（利用カードの有効期限の更新の手続） 

第３９条 利用カードの交付を受けた利用者は、交付された日又は登録情報の変更の届出をした日

から起算して３年を経過する日毎に、第３６条第３項及び第４項に規定する書類のいずれかを提

示し、規則第１１条各号に掲げる資格のいずれかを有すること又は規則第１５条に掲げる団体の

いずれかに該当することを証明しなければならない。 

 

（利用カードの返納） 

第４０条 転出、転校、勤務地の変更その他これに類する事由により規則第１１条各号を満たさな

くなった者及び活動の終了その他の事由により第３５条第１項各号を満たさなくなった団体は、

利用カードを速やかに館長に返還しなければならない。 

 

 

第９章 個人貸出 

 



11 

 

（貸出の手続） 

第４１条 個人への貸出しの方法は、規則第１３条による。 

２ 利用カードを持参しない利用者が貸出しを受けようとするときは、図書館資料貸出申請書（様

式第６号）を提出するとともに、利用カードの交付を受けた本人であることを証明する書類を提

示できれば貸出しを受けることができる。 

 

（貸出冊数及び利用期間） 

第４２条 利用者が同時に貸出しを受けられる資料の冊数及びその利用期間は、規則第１４条によ

るものとする。ただし、利用期間の最終日がいずれかの館の休館日に当たる場合はその翌日以降

の全館開館日までとする。 

 

（利用期間の延長） 

第４３条 利用者は、貸出しをした資料の利用期間の延長を申込むことができる。ただし、次の資

料は延長することができない。 

(1) 他の利用者から予約されている資料 

(2) 相互貸借資料 

(3) 市内小中学校の夏季休業期間中における青少年読書感想文全国コンクール課題図書及び群

馬県夏休みすいせん図書 

(4) 利用期間が過ぎている資料 

２ 利用期間の延長は、申出のあった日から起算して１５日間を経過する日とする。ただし、利用

期間の最終日がいずれかの館の休館日に当たる場合はその翌日以降の全館開館日までとする。 

３ 貸出しの延長は、当該資料について１回を限度とする。 

 

（貸出資料の返却手続） 

第４４条 資料の貸出しを受けた利用者は、当該資料を利用期間内に返却しなければならない。 

２ 資料は次の方法で返却をすることができる。 

(1) いずれかの館のカウンター 

(2) いずれかの館の返却ポスト 

(3) 本館への郵送 

３ 第２項第２号において、返却を受けられるのは閉館中のみとし、返却の手続きは当該館の翌開

館日に行うものとする。 

４ 第２項第３号における郵送代は利用者の負担とする。 

 

（貸出記録） 

第４５条 利用者の貸出履歴は返却時に自動消去することとする。 

（返却後の借り直し） 

第４６条 返却した資料のうち、次の資料は同じ利用者が同日中に再び借りることはできない。 

(1) 他の利用者から予約されている資料 

(2) 相互貸借資料 
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(3) 市内小中学校の夏季休業期間中における青少年読書感想文全国コンクール課題図書及び群

馬県夏休みすいせん図書 

(4) 利用期間を過ぎて返却をされた資料 

(5) コミック 

 

（利用者の責務） 

第４７条 資料を利用しようとする者は、次の行為をしてはならない。 

(1) 営利を目的とした行為 

(2) 著作権法に違反する行為又は違反するおそれのある行為 

(3) 資料の又貸し 

 

 

第１０章  団体貸出 

 

（団体貸出の対象物） 

第４８条 団体に貸出しする資料及び物品は次のうち、禁帯出資料を除くものとする。 

(1) 図書資料 

(2) 視聴覚資料 

ア ＣＤ 

イ ＤＶＤ（著作権処理済のものに限る） 

(3) 物品 

ア 紙芝居用舞台（大型、標準） 

イ 紙芝居用舞台スタンド 

ウ パネルシアター舞台 

エ 拍子木 

オ 前各号に掲げるもののほか、館長が定める物品 

 

（貸出冊数及び利用期間） 

第４９条 団体が、同時に貸出しを受けることができる資料の冊・点数は次のとおりとする。 

資料種別 所蔵館 
対象団体（第３５条に掲げる団体） 

(1)  （2）(3) (4) (5) (6)  

図書資料 
本館又は前橋こども図書館 ５０冊以内 

前橋こども図書館を除く分館 ２０冊以内 

視聴覚資料

(CD) 

本館又は前橋こども図書館 １０点以内 貸出しをしない 

前橋こども図書館を除く分館 ５点以内 貸出しをしない 

視聴覚資料

(DVD) 

本館 ３点以内 

物品 貸出しをしない 各物品につき１点以内 
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２ 団体に対する図書資料及び視聴覚資料の利用期間は、貸出手続きをした日から起算して３０日

を経過する日とする。 

３ 団体に対する物品の利用期間は、貸出手続きをした日から起算して１５日を経過する日とする。 

 

（貸出の手続） 

第５０条 貸出しを希望する第３５条第１号の団体は、利用カードの代わりに配布する学校団体貸

出申込書（様式第８号）を提出するものとする。 

２ 第３５条第２号から第６号に掲げる団体は、利用カードを提示し、絵本・紙芝居等団体貸出申

請書（様式第７号の１又は様式第７号の２）を提出するものとする。 

 

（利用期間の延長） 

第５１条 第４３条の規定は、団体貸出の延長に準用する。 

 

（貸出資料の返却手続） 

第５２条 貸出しを受けた当該資料及び物品は、利用期間内に、貸出しを受けた館のカウンターに

返却しなければならない。 

 

（利用者の責務） 

第５３条 第４７条の規定は、団体代表者の責務に準用する。 

 

 

第１１章 特別支援教育等団体貸出 

 

（貸出対象団体） 

第５４条 特別支援教育等団体貸出を受けることができる団体は、第３５条で定める団体のうち次

の団体とする。 

(1) 特別支援学校 

 (2) 特別支援学級（通級） 

 (3) 聾学校 

 (4) 障害児通所支援施設 

 (5) 障害児入所施設 

(6) その他館長が認めた上記に準ずる施設 

 

（貸出の対象物） 

第５５条 団体に貸出しする資料は、前橋こども図書館閉架書庫所蔵資料のうち、指定の団体ラベ

ルが貼付された資料とする。 

（貸出冊数及び利用期間） 

第５６条 貸出資料は１施設５０冊以内、利用期間は４か月以内とする。 
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（貸出の手続） 

第５７条 希望する団体は、「特別支援教育等団体貸出（入室許可）申請書」（様式第９号）により

申請しなければならない。 

２ 前項の申請は、特別な事由により館長が認めた場合を除き、群馬電子システムを使用するもの

とする。 

３ 館長は、前項の申請があった場合にはこれを審査し、「特別支援教育等団体貸出（入室許可・利

用不可）決定通知書」（（様式第１０号）以下「決定通知書」という。）により、結果を通知するも

のとする。 

４ 入室許可を受けた団体は、入室前に決定通知書及び職員証を提示するものとする。 

５ 入室許可を受けた第３５条第２号から第６号に掲げる団体は、前項に掲げるほかに団体の利用

カードを提示するものとする。 

６ その他館長が認めた場合には、施設職員のほか児童も入室することができる。 

 

（返却手続） 

第５８条 貸出しを受けた当該資料は、特別な事由により館長がやむを得ないと認める場合を除き、

利用期間内にこども図書館館に返却しなければならない。 

 

（利用者の責務） 

第５９条 第４７条の規定は、団体代表者の責務に準用する。 

 

 

第１２章 絵本セット団体貸出 

 

(貸出対象団体) 

第６０条 絵本セットの貸出しを受けることができる団体は、利用カードの交付を受けた団体のう

ち次の団体とする。 

(1) 幼稚園 

(2) 保育所（園） 

(3) 認定こども園 

(4) その他館長が認めた上記に準ずる施設 

 

（貸出冊数及び利用期間） 

第６１条 貸出冊数は１セット（１００冊）、利用期間は１セットにつき３か月とする。 

 

（貸出の手続） 

第６２条 絵本セットの団体貸出申請若しくは中止を希望する団体は、絵本セット団体貸出（申込・

中止）申請書（様式第１１号）により申請するものとする。 

２ 館長は前項の貸出申請があった場合はこれを審査し、適当と認めたときは申請書の写しに承認

印を押印して申請者に交付するものとする。 
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３ 絵本セットの運搬及び返却は図書館が行うものとする。 

 

（貸出利用者の責務） 

第６３条 第４７条の規定は、団体代表者の責務に準用する。 

 

 

第１３章 特別貸出 

 

（貸出の対象者） 

第６４条 特別貸出を受けることができる者は、次の各号に掲げる機関とする。 

(1) 前橋市 

(2) 公共図書館、博物館、資料館その他の類縁機関 

(3) その他館長が特別に認めた機関 

 

（対象の資料） 

第６５条 特別貸出の対象資料は、次の各号に掲げる資料とする。 

(1) 参考図書 

(2) 郷土関係の資料 

(3) その他館長が指定する資料 

 

（貸出冊数及び利用期間） 

第６６条 貸出しできる資料数に制限は設けない。 

２ 利用期間は、貸出しの手続を行った日から起算して１か月を経過する日とし、利用期間の延長

は認めない。ただし、館長が特に必要と認めたときはこの限りではない。 

３ 特別貸出の目的が展示である場合は、申請者と別途協議する。 

 

（申込の手続及び承認） 

第６７条 特別貸出を希望する機関は、資料特別貸出申請書（様式第１２号）により申請するもの

する。 

２ 館長は前項の申請があった場合はこれを審査し、適当と認めたときは資料特別貸出申請書の写

しに承認印を押印し、当該申請者に対し交付するものとする。 

 

（借受人の責務） 

第６８条 借受人は次の事項を遵守しなければならない。 

(1) 資料を展示等で利用する場合、申請書に記載した利用目的以外には利用しない。 

(2) 著作権に係る問題は申請者において責任を負うとともに、申請時には著作権者からの許諾

書の写しを添付する。 

(3) 資料掲載、放映、展示その他で使用する場合は作者名、作品名、所蔵館（前橋市立図書館）

名を明記する。 
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(4) 資料を損傷もしくは紛失した場合は、その損害を賠償する。 

 

 

第１４章 図書館への資料貸出 

 

（相互貸借） 

第６９条 相互貸借により前橋市立図書館の資料を貸出す図書館は次のとおりとする。 

(1) 公共図書館 

(2) 大学図書館 

(3) 群馬県内に所在する高等学校図書室 

 

（貸出の対象物） 

第７０条 前条の図書館に貸出しする資料は次のうち、禁帯出資料を除くものとする。 

(1) 受入れから６か月を経過した図書資料 

ア 一般書 

イ 児童書 

ウ 絵本 

エ 紙芝居 

(2) 受入れから１年を経過した視聴覚資料 

ア ＣＤ 

 

 

（貸出冊数及び利用期間） 

第７１条 貸出しする資料は１館あたりの冊・点数の制限を設けない。 

２ 資料の利用期間は貸出し手続きをした日から起算して３０日を経過する日とする。 

 

（申込の手続） 

第７２条 相互貸借の手続きについては、公共図書館間資料相互貸借指針及び、群馬県図書館協会

資料相互貸借規約その他の基準による。 

２ 資料の送受が郵送となる場合は、その郵送料は依頼館の負担とする。 

 

（資料の賠償） 

第７３条 相互貸借で他の図書館に貸出した資料が毀損又は亡失された場合は、当該図書館の責任

により同一の資料又は前橋市立図書館が指定する代替資料で賠償させるものとする。 

 

 

第１５章 予約及びリクエスト 

 

（利用者の資格） 
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第７４条 予約は、第３３条に規定する利用カードの交付を受けた個人利用者及び団体が行うこと

ができる。ただし、第３５条第１号及び第２号の団体の予約は、在庫の資料に限る。 

２ リクエストは、第３３条に規定する利用カードの交付を受けた利用者のうち、個人利用者が行

うことができる。 

 

（対象外の資料） 

第７５条 次の資料は、予約を受け付けない。 

(1) コミック 

(2) 禁帯出資料 

２ 次の資料は、リクエストを受け付けない。 

(1) 逐次刊行物 

(2) 外国語図書 

(3) コミック 

(4) アルバムＣＤ以外の視聴覚資料 

(5) 発売前で発売日が確定していない資料 

 

（予約・リクエストの冊数） 

第７６条 利用カード１枚で予約及びリクエストできる合計の冊・点数は、次の冊・点数を上限と

する。 

(1) 図書資料及び雑誌 合計１０冊 

(2) 視聴覚資料 合計６点 

 

（申込の手続） 

第７７条 資料の予約は、予約・リクエスト申請書（様式第１３号）又は利用者開放端末（館内Ｏ

ＰＡＣ）、ＷｅｂＯＰＡＣ、電話、ファクシミリ若しくは電子メールにより申込むものとする。 

２ リクエストは、予約・リクエスト申請書を提出するものとする。 

３ リクエスト資料を他の図書館からの資料送受をするにあたり郵送料がかかる場合は利用者の

負担とする。 

 

（予約・リクエスト資料の対応） 

第７８条 予約資料を確保した際は、利用者が希望した場合に限り連絡をするものとする。 

２ リクエスト資料は、前橋市立図書館資料選定委員会で購入の可否、相互貸借の可否を判断する

ものとし、その結果を利用者に速やかに知らせるものとする。 

３ 確保した資料は、利用者に知らせた日から起算して７開館日を経過する日まで取置期間として

受取館で保管する。 

 

（申込の取消） 

第７９条 館長は、次のいずれかに該当するときは、予約又はリクエストを取り消すことができる。 

(1) 利用者から取消しの申出があったとき 
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(2) 取置期間を経過したとき 

(3) 提供できない資料の場合 

(4) その他館長が認めた場合 

 

（一時取置） 

第８０条 利用者は、在庫の資料に限り直接又は電話により一時的な資料の取置きを申出ることが

できる。 

２ 一時的な取置き期限は、申出の翌開館日までとする。 

３ コミック及び雑誌の最新号の一時的な取置きは受付けない。 

 

（雑誌の予約） 

第８１条 雑誌の予約は、当該号の受入れが済んだ時点から受付けるが、当該号の貸出しは所蔵す

る館において次の号の受入れが済んだ日から開始することとする。 

 

 

第１６章 在宅障がい者等配本サービス 

 

（対象者） 

第８２条 資料を自宅まで無料で配達及び回収するサービス（以下「配本サービス」という）を利

用できる者は、市内在宅者で世帯員が次の各号に掲げる条件のいずれかに該当する者のみで構成

されており、かつ、親族その他の関係者の補助がなく、図書館に来館することが困難な者とする。 

(1) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に定める身体障害者手帳の交付

を受けている者 

(2) 介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定により、要支援認定又は要介護認定を受けて

いる者 

(3) その他館長が必要と認めた者 

 

（利用の登録） 

第８３条 配本サービスを利用しようとする者（以下「利用申請者」という。）は、前条各号に掲げ

る交付された手帳その他これに類する書類を提示し、在宅障がい者等配本サービス利用登録申請書

（様式第１４号）を提出することとする。ただし、利用申請者が何らかの理由で申請できない場合

は、家族、ヘルパーその他の利用申請者を補助する者が申請を代行することができる。 

２ 前項の手続きは郵送又はファクシミリにより申請できる。 

３ 館長は、登録を認めたときは在宅障がい者等配本サービス利用承認書（様式第１５号）を利用申

請者に通知する。 

 

（貸出等） 

第８４条 配本サービスの利用登録を受けた者（以下「利用登録者」という。）は、貸出し及びリク

エストを希望する場合は、配布する申込書に記入して提出するほか、電話又はファクシミリで申込
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むことができる。 

２ 図書館は、利用登録者の希望する資料を利用登録者の自宅へ届けるものとする。 

３ １人に対し１回に貸出すことのできる資料の数は、図書資料及び雑誌は５冊以内、視聴覚資料は

３点以内とする。 

４ 資料の利用期間は、館長が定める次回配本日までとする。 

 

（利用登録者の義務） 

第８５条 利用登録者は、第８３条第１項の登録内容に変更があった場合若しくは貸出停止又は再

開を希望する場合は、図書館へ報告をしなければならない。 

 

（登録の解除） 

第８６条 館長は利用登録者が次に掲げる各号のいずれかに該当した場合は、利用登録を解除する

ことができる。 

(1) 第８２条に該当しなくなったとき 

(2) 不正な手段により利用登録を受けたとき 

(3) その他配本サービスが適当でないと判断したとき 

 

 

第１７章 賠償、督促及び貸出停止 

 

（弁償） 

第８７条 貸出しの有無に関わらず資料に汚破損又は紛失（以下「事故」という。）の原因を起こし

た利用者は図書館資料事故届（（様式第１６号又は様式第１６号の２）以下「事故届」という。）

を提出し賠償をしなければならない。 

２ 賠償の要否は館長が判断するものとする。ただし、事故資料の希少性、重要性、入手困難性そ

の他特別な事由がある場合は前橋市立図書館資料選定委員会において判断するものとする。 

３ 賠償は事故にあった資料と同一の資料を図書館に収めることを原則とする。ただし、次の場合

は代替資料又はその他の方法により賠償することができるものとする。 

(1) 発売日から日数が経過しており入手困難な資料 

(2) 著作権者から利用許諾を受けた映像資料や大活字本等の一般利用者には入手困難な資料 

(3) 保存期間が終了又は保存期間終了に近い雑誌 

４ 相互貸借により借受けした資料の賠償については、借受け元の指示に従う。 

５ 貴重資料の賠償については、第２４条第２項の規定に従う。 

 

（賠償の免除） 

第８８条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、館長は賠償を免除

することができる。 

(1) 火災により資料を消失した場合 

(2) 自然災害により資料を汚損、破損又は紛失した場合 
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(3) 盗難により警察署に盗難届を提出した場合 

(4) 前各号に準ずるものであると館長が認めた場合 

２ 前項各号に該当する利用者は、図書館資料賠償免除申請書（様式第１７号）に免除事由に応じ

てり災証明書、盗難届受理証明を添付し館長に届出するものとする。 

３ 前項の盗難届受理証明において、届出先の警察署が受理証明を発行していない場合は届出受理

番号で替えることができる。 

 

（督促） 

第８９条 図書館は、以下の場合に利用者に対し督促を行うものとする。 

(1) 返却期限を過ぎても資料の返却がない利用者 

(2) 賠償が決定しても弁償を行わない者 

２ 督促の方法は次のとおりとする。 

(1) 資料の貸出しを受けた利用者が返却期限日までに資料の返却をしなかった場合は、電話又

は対面で督促をするものとする。 

(2) 前項の督促をしても返却期限日から１か月以上返却のない資料を貸出した利用者に対して、

文書で督促を行うものとする。 

(3) 賠償を通知した日から１か月を経過した日までに賠償を行わない利用者に対して、電話で

督促を行うものとする。 

(4) 賠償の通知をした日から６か月を経過した日までに賠償を行わない利用者に対して文書で

督促を行うものとする。 

 

（貸出停止） 

第９０条 館長は、次の各号のいずれかに該当する利用者に対し、それぞれの期間、貸出しの停止

をすることができる。ただし、遅延の理由が病気、事故及びその他の事由により館長がやむを得

ないと認める場合を除くものとする。 

(1) 返却期限日から４か月以上資料を返却しない利用者に対して、当該資料が返却されるまで

の期間 

(2) 事故届の届出を行った日から起算して７か月を経過してもなお弁償しない利用者に対して、

当該資料の賠償が終了するまでの期間 

(3) 規則第１２条第３項に違反した利用者に対して、事実を確認した翌日から１か月の期間 

２ 館長は前項第１号及び第２号に該当する者に貸出停止をしようとするときは、事前に該当者に

通知する。 

３ 第１項の措置を行った場合、貸出停止通知（様式第２１号）を該当者に通知する。 

４ 貸出停止の間は次のサービスを利用できないものとする。 

(1) 貸出及び利用期間の延長 

(2) 予約、リクエスト 

 

 

第１８章 電子書籍 
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（利用資格） 

第９１条 電子書籍を利用できる者は、規則第１１条各号に定める者で、第３３条の規定に基づき

利用カードの交付を受けている個人とする。 

２ 利用カードが失効している者、第３９条に規定する有効期限の更新手続きを行っていない者及

び第４０条に規定する利用カードを返納した者は、電子書籍を利用することはできない。 

３ 第９０条第１項の措置を行った場合は、電子書籍を利用することはできない。 

 

（利用登録） 

第９２条 図書館は、利用カードの交付を受けている個人に、電子書籍利用のためのＩＤ及びパス

ワードを交付する。 

 

（ＩＤ及びパスワード） 

第９３条 電子書籍利用のためのＩＤ及びパスワードの取扱いについては、次の各号のとおりとす

る。 

(1) ＩＤ及びパスワードは、利用カード１枚につき１つとする。 

(2) 利用者は、ＩＤ及びパスワードを第三者に利用させてはならない。 

(3) 利用者は、ＩＤ及びパスワードが不明となった場合、第３６条第３項及び第４項に規定す

る書類のいずれかを提示した上で、ＩＤ及びパスワードの再交付を受けるものとする。 

(4) 利用者の故意又は過失によりＩＤ及びパスワードが利用者以外に使用され損害が生じた場

合、利用者がその責めを負う。 

 

（利用方法） 

第９４条 電子書籍は、インターネットを通じて接続する専用のウェブサイト内のページ（以下、

「前橋市電子図書館」という。）において、利用するものとする。 

 

（貸出） 

第９５条 同時に貸出しすることができる電子書籍の点数は、１人につき合計３点以内とし、その

貸出期間は、貸出日から起算して１５日以内とする。 

２ 貸出中の電子書籍に対して予約者がいない場合に限り、再度、貸出することができる。 

 

（返却） 

第９６条 電子書籍は、その貸出期間が満了したときは、自動で返却されるものとする。ただし、

利用者が希望する場合は、電子書籍はその貸出期間が満了日前に、返却することができる。 

 

（予約） 

第９７条 電子書籍が貸出中その他の理由で直ちに利用できない場合に、電子書籍を予約すること

ができる。 

２ 一人の利用者が同時に予約できる電子書籍は３点以内とする。 
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３ 予約が割り当たり、貸出が可能になってから当該電子書籍が貸出されるまでの期間は、貸出し

が可能になった日から起算して３日間とする。 

４ 予約が割り当たった場合は、事前に登録された電子メールアドレスあてに予約が割り当たった

旨の電子メールを送信するものとする。 

 

(予約の取り消し) 

第９８条 前条の規定による期間を超過しても予約した電子書籍の貸出がない場合は、当該予約を

取り消すものとし、次の予約がある場合は当該予約者に電子書籍の予約を割り当てる。 

 

（リクエスト） 

第９９条 館長は、利用者からの電子書籍へのリクエストは受け付けない。 

 

（利用の対価） 

第１００条 利用者は無料で電子書籍を利用することができる。ただし、電子書籍の利用に係る機

器及びインターネットに接続するための通信費その他利用するための環境又は設備については、

利用者の負担とする。 

 

（著作権法に関する禁止行為等） 

第１０１条 利用者は、前橋市電子図書館で提供される電子書籍を複製してはならない。ただし、

前橋市が作成した電子資料で複製を許可した場合を除く。 

 

（業務の停止） 

第１０２条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、電子書籍の利用に関する業務の全部

又は一部を停止することができる。 

(1) 前橋市電子図書館に係る保守点検その他システムに起因する障害復旧を行うとき 

(2) 天変地異その他不可抗力の要因が生じたとき 

(3) その他館長が業務を停止する必要があると認めたとき 

 

（利用の停止） 

第１０３条 電子書籍の利用に係る不正等があり、館長が必要と認めた場合には、利用者に対し電

子書籍の利用を停止することができる。 

 

（賠償責任） 

第１０４条 電子書籍の利用により利用者に生じた一切の損害に対して、前橋市立図書館はいかな

る責めも負わないものとする。 

２ 電子書籍の利用により利用者が第三者に損害を与えた場合、当該利用者がその責めを負わなけ

ればならない。 

 

附 則 
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１ この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 「前橋市立図書館資料の貸出等に関する事務取扱要領」はこの要領の施行日をもって廃止する。 

 

附 則 

この要領は、令和３年５月２７日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和４年４月１３日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和４年５月３０日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和５年３月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 


